
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ： 令和元年 10月 30日（水） 13：30 ～ 16：00 

会 場 ： 星陵会館 

 

 

公益財団法人古紙再生促進センター 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プ ロ グ ラ ム 
 

 

13:30～13:35  開会挨拶   

  公益財団法人古紙再生促進センター 代表理事  渡  良 司 
     
     

13:35～14:15  「廃プラスチックの現状と処理」 
  一般社団法人日本RPF工業会 総務広報委員長   

  
株式会社タズミ 常務取締役 

 
田墨 啓治 氏 

    ‥‥p.1 
     
     

14:15～14:55  「中国が与えた影響 
～欧米の古紙輸出と東南アジアの古紙輸入の動向～」 

  
公益財団法人古紙再生促進センター 業務部 国際担当部長  金 谷  信 章 

    ‥‥p.31 
14:55～15:15  休  憩   

     
     

15:15～15:55  「国内古紙の品質改善について」 

  全国製紙原料商工組合連合会 経営革新委員会 委員長   
  株式会社梶谷商事 代表取締役社長  梶野 隆史 氏 
    ‥‥p.42 

     
15:55～16:00  閉会挨拶    

  公益財団法人古紙再生促進センター 副理事長  栗原 正雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



廃プラスチックの現状と処理
公益社団法人古紙再生促進センター主催

一般社団法人 日本ＲＰＦ工業会

総務広報委員長 田墨 啓治

１．地球の環境問題とプラスチック」
気候変動温暖化防止
海洋汚染プラスチック問題
中国の廃プラスチック輸入規制
バーゼル条約の改定

２．日本のプラスチックリサイクル

３．ＲＰＦとは
RPFの需要の現状と将来

４．ＲＰＦと電気エネルギー制度での可能性

５．（一社）日本ＲＰＦ工業会の紹介
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 ＣＯＰ２１ パリ協定（２０１５．１２．１２採択）

（国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議）

世界共通の長期目標

１．世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保ち、１．５℃に抑える努力

２．できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、２１世紀後半には、温室効果ガス排

出量と（森林などによる）吸収量のバランスをとる

歴史的画期点

途上国を含む全ての参加国に、排出削減の努力を求める枠組み

（京都議定書では、排出量削減の法的義務は先進国にのみ）

（参照：経済産業省資源エネルギー庁ＨＰ）

地球の環境問題
（いま世界で何が起こっているか？）

国連本部で気候行動サミット２０１９，９、２０
世界で１０代の学生がスト

大人が間違った判断をしない為に立上がる

3

現時点（２０１７年）で地球の平均気温は産業革命化（石炭による大
量エネルギー利用開始）以前から既に１℃程度上昇。

このまま続けば、２０４０年頃には１．５℃に

政府案は２０５０年に８０％削減を挙げているが、２０５０年までに排
出量がゼロにしなければ、１．５℃に留まる確率は低くなる

世界的には脱石炭の潮流に向かっている

ＩＰＣＣ特別報告書「１．５℃の地球温暖化」
（２０１８．１０．０８公表）

4
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Ｇ７（シャルルボワ・サミット）

２０１８年６月８日～９日、カナダのシャルルボワで主要７カ国首脳会議が開催

海洋プラスチック憲章に署名（日本、米国は署名をしない）

１．２０３０年までに、プラスチック用品を全て、再利用可能あるいはリサイクル可能、またどうしても再利用や

リサイクル、不可能な場合は、熱源利用等の他の用途への活用（リカバリー）に転換する

２．不必要な使い捨てプラスチック用品を著しく削減し、プラスチック代替品の環境インパクトも考慮する

３．プラスチックゴミ削減や再生素材品市場を活性化するため政府公共調達を活用する

４．２０３０年までに、可能な製品について、プラスチック用品の再生素材利用率を５０％以上に上げる

５．プラスチック容器の再利用またはリサイクル率を２０３０年までに５５％以上、２０４０年までに１００％に上げる

６．プラスチック利用削減に向けサプライチェーン全体で取り組むアプローチを採用する

７．海洋プラスチック生成削減や既存ゴミの清掃に向けた技術開発分野への投資を加速させる

８．逸失・投棄漁具（ＡＬＤＦＧ）等の漁業用品の回収作業に対する投資等を謳った２０１５年のＧ７サミット宣言実

行を加速化する

日本政府は今回海洋プラスチック憲章に署名しなかった理由として、プラスチックごみを
削減するという趣旨には賛成しているが、国内法が整備されていないため、社会に影響を
与える程度が現段階でわからず署名できなかったと説明している。

海洋汚染プラスチック問題

5

海洋に流出したプラスチックごみ発生量
（２０１０年推計）

１位 中国 １３２～２５３万ｔ/年
２位 インドネシア ４８～１２９万ｔ/年
３位 フィリピン ２８～ ７５万ｔ/年
４位 ベトナム ２８～ ７３万ｔ/年
５位 スリランカ ２４～ ６４万ｔ/年
６位 タイ １５～ ４１万ｔ/年
８位 マレーシア １４～ ３７万ｔ/年
１０位 バングラディッシュ １２～ ３１万ｔ/年

２０位 米国 ４～１１万ｔ/年

３０位 日本 ２～ ６万ｔ/年

出典＆参照：2015.2 Science ＆環境省ＨＰ

6
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「国門利剣guomenlijian（ナショナルソード）」衝撃

２０１７年７月、中国政府はＷＴＯに固形廃棄物の輸入規制を行うことを通告

２０１８年１月より、ほぼ廃プラスチックの輸入ができなくなった。

（生産工程から良質なもの一部輸出されている）

中国のプラスチック原料使用量 ７，７１７万トン（２０１６年）

海外よりの廃プラスチック輸入量 ７３５万トン（２０１６年）

（日本より輸出、中国＋香港 １３０万トン）

国内での廃プラスチック回収量 １，８７８万トン

２０２１年１月より古紙類の全面輸入禁止（海外に生産拠点シフト）

中国の輸入禁止の影響でタイ、ベトナム、マレーシア諸国への欧米・日本からの

輸出が急増

これらの諸国で、環境汚染等社会問題化を引き起こす

三カ国共同で２０２１年より廃プラスチックの全面禁止を検討

中国の固形廃棄物輸入規制（実質禁止）

9

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

中国 香港 ベトナム タイ マレーシア

802504

492941

65615

25114 3292045970 54199

123255

187753 220399

2015年

2016年

2017年

2018年

日本の廃プラスチックの輸出統計（１）単位：トン

出典：財務省貿易統計
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日本の廃プラスチックの輸出統計（２）単位：トン

出典：財務省貿易統計

2015年 2016年 2017年 2018年

輸出総量 1,606,271 1,526,868 1,431,447 1,007,879

中國＋香港 1,377,535 1,295,445 1,024,027 100,169

全体に占める割合 85.76% 84.84% 71.54% 9.94%

ベトナム 2.89% 4.30% 8.82% 12.23%

タイ 0.63% 1.64% 4.06% 18.63%

マレーシア 2.05% 2.16% 5.27% 21.87%

11

バーゼル条約
（有害廃棄物の国境を越える移動等の規制についての国際的枠組み）

 以前の規定では、廃プラスチック（プラスチックくず）
は、規制対象外。

 ２０１８年１０月末、ノルウェーから「廃プラスチックの輸出
入規制を強化すべき」提案

 環境省が意見集約し、ノルウェーと共同提案

 汚れたプラスチックを規制対象する改正案を採択 5/10

 ＲＰＦは、廃棄物由来ではあるが、規制対象外

（環境省、経済産業省に意見書を提出）

12
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１．ポスト中国の影響（特に輸出廃プラの還流）
受け皿になった東南アジア諸国の輸入規制強化

２．バーゼル条約改定による廃プラの国境間移動の制限（Ｒ．１．５．１０）

「汚れた」プラスチックを規制対象に加える
３．廃プラ還流量の予想

廃プラスチックの今後の動向

国名 2016年 2018年 増加分 単位トン

大韓民国 29,174 101,321 72,147

台湾 68,740 177,064 108,324

ベトナム 65615 123255 57640

タイ 25114 187753 162639

マレーシア 32920 220399 187479

フィリピン 456 11485 11029

インドネシア 408 20450 20042

ミャンマー 40 7094 7054

インド 3591 20987 17396

合計 226,058 869,808 643,750

2016年と2018年を比較
し、増加分は、

中国の影響で受け皿に
なった数量であり、

約６０万トンの還流か予想
できる。バーゼル条約の
適用（汚れたプラの位置
付け）によっては更に増え
るか？

13

１．地球の環境問題とプラスチック」
気候変動温防止
海洋汚染プラスチック問題
中国の廃プラスチック輸入規制
バーゼル条約の改定

２．日本のプラスチックリサイクル

３．ＲＰＦとは
RPFの需要の現状と将来

４．ＲＰＦと電気エネルギー制度での可能性

５．（一社）日本ＲＰＦ工業会の紹介
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 第１回（１８．８．１７開催）～第５回（１９．２．２２開催）

 ２０１９．３．２６ 「プラスチック資源循環戦略のあり方について～プラスチック資源循環
戦略（案）」答申

世界トップレベルの野心的な「マイルストーン」を目指すべき方向性として設定

 １．ワンウェイ・プラスチック（容器包装等）を２０３０年までに２５％発生抑制

 ２．２０３０年までにプラスチック製容器包装の６割をリユース又はリサイクル

 ３．２０３５年までに使用済みプラスチックを熱回収を含め１００％有効利用

 ４．２０３０年までにプラスチックの再利用（再生素材の利用）を倍増

 ５．２０３０年までにバイオマスプラスチックを最大限（約２００万トン）導入

途上国におけるリサイクル技術等の支援

※：リサイクル関しては効果的、効率的なリサイクルシステムを通じて、持続可能な形で、徹底的
に分別回収し、循環利用（リサイクルによる再生利用、それが技術的経済的な観点等から難しい
場合には熱回収によるエネルギー利用を含め）を図ります。

プラスチック資源循環戦略小委員会の設置

15

プラスチック・リサイクルの手法

出典：日本プラスチック工業連盟

出典：デムズ中日株式会社

16
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17

日本の廃プラスチックのリサイクル率

 ＥＵと比べた日本の廃プラスチックのリサイクル率

日本（２０１７年）

マテリアルリサイクル ２３．４％

ケミカルリサイクル ４．４％

サーマル・リサイクル（エネリギー回収） ５８．０％

有効利用率 ８５．８％

定義が異なる

日本：（リサイクルに仕向けた量―残渣分）／（廃プラスチック量）

ＥＵ ：（リサイクルに仕向けた量）／（廃プラスチック量）
（ＥＵ方式で計算すれば、ＥＵのリサイクル率３１．１％とほぼ同じになる）

（提供：日本プラスチック工業連盟、（一社）プラスチック循環利用協会）

18

ー9ー



19

出典：日本プラスチック工業連盟 20
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サーマルリサイクルの有効性 5/15

21

廃プラスチックのリサイクル手法別
二酸化炭素の排出量の削減効果

海洋プラスチック問題対応協議会 Ｒ１．５．１４発表
22
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各種有効利用手法の環境負荷削減効果の評価結果（抜粋） 
 

有効利用した場合 有効利用しない場合 ＣＯ２排出量削

減効果      

手法 有効利用により

再生される製品 

ＣＯ２排出量 

（Ａ） 

(kg-CO2) 

代替される一般の

製品 

ＣＯ２排出量 

（Ｂ） 

(kg-CO2) 

（Ｂ－Ａ） 

(kg-CO2) 

マテリアルリサイクル パレット ２．３０ 

樹脂製パレット 
３．９５* 

（３．４４～４．４３） 

１．６５* 

（1.14～2.13） 

木材製パレット ２．９３ ０．６３ 

ケミカルリサイクルガス化

（アンモニア製造） 

アンモニア、炭酸

ガス 

４．９８ 

天然資源から製 

造するアンモニア、

炭酸ガス 

７．０９ ２．１１ 

ＥＲ 

 

 

 

ＲＰＦ利用 固形燃料 ２．８９ 石炭 ５．８６ ２．９７ 

発電焼却 

（発電効率１２．８％） 

焼却炉からの電

力 

２．７１ 系統電力 ３．４５ ０．７３ 

23

考察

エネルギーリカバリー

l発電焼却は、現状の発電効率12.81%の場合、環境負荷削減効果が十分高いとは
言えないが、現時点の最も高いレベルの発電効率である25% の場合、マテリア

ルリサイクルの平均的なＣＯ２排出量削減効果とほぼ同等のレベルであり、環境
負荷削減効果が劣ることはない。

lRPF（固形燃料）利用は、むしろ環境負荷削減効果は高い部類に属する。
Øマテリアルリサイクル
マテリアルリサイクルにおいては、容リプラに対するバージン樹脂の代替率が、環境
負荷削減において重要な要因であることがわかった。

Øケミカルリサイクル
中程度の高いＣＯ２排出量削減効果を示した。
結論
一定程度の効率を持ったエネルギーリカバリーは、マテリアルリサイクルおよびケミカ
ルリサイクルと、環境負荷削減効果において、劣るものではないことがわかった。
今後、日本の発電焼却施設の発電効率のさらなる向上につながる取り組みを期待し
たい。

24
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１．地球の環境問題とプラスチック」
気候変動温防止
海洋汚染プラスチック問題
中国の廃プラスチック輸入規制
バーゼル条約の改定

２．日本のプラスチックリサイクル

３．ＲＰＦとは
RPFの需要の現状と将来

４．ＲＰＦと電気エネルギー制度での可能性

５．（一社）日本ＲＰＦ工業会の紹介

目次

25

１．ＲＰＦとは、プラスチックと紙くずなど廃棄物由来の固形燃料

(Refuse derived Paper & Plastic densified Fuel)

２．ＪＩＳ規格ＪＩＳ Ｚ７３１１：２０１０

３．ＲＰＦ製造業については、日本産業分類番号：３２９９

（他に分類されないその他の製造業）

また、廃棄物処理業は、その他サービス業

４．国際規格ＩＳＯ／ＴＣ３００にて協議中

５．業所轄省庁：環境省、経済産業省

ＲＰＦについて（１）

26
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日本ＲＰＦ工業会 広報動画の「生産工程」を参照

27

ＲＰＦの特徴

１．発生履歴が明確で品質が安定

２．配合比率により熱量の調整が容易

３．石炭又はコークスと同等の熱量があり、

化石燃料代替として使用

４．価格は、石炭の１／３～１／２で経済性がある

５．石炭を比較し、３３％ＣＯ２排出を制限できる

６．ＲＤＦと比較し、無臭、有害物質がなく、安全、安定、高熱量

７．使用先：製紙業界で発電・蒸気利用（高エネルギー効率）、

石灰、セメント業界で焼成工程で利用

ＲＰＦの特徴

28
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ＪＩＳ規格

（ＪＩＳ Ｚ７３１１： ２０１０「廃棄物由来の紙, プラスチックなど固形化燃料（ＲＰＦ)」より抜粋）

品質／等級
RPF-coke RPF

測定方法
― A B C

高位発熱量MJ/kg ３３以上 ２５以上 ２５以上 ２５以上 ＪＩＳ Ｚ７３０２－２

水分質量分率(%) ３以下 ５以下 ５以下 ５以下 ＪＩＳ Ｚ７３０２－３

灰分質量分率(%) ５以下 １０以下 １０以下 １０以下 ＪＩＳ Ｚ７３０２－４

全塩素分質量分率(%) ０．６以下 ０．３以下 ０．３を超え０．６以下 ０．６を超え２．０以下 ＪＩＳ Ｚ７３０２－６

ＲＰＦの品質

ＲＰＦの等級区分

品種a) RPF-coke c) RPF d)

等級b) A B C

注※

a）品種は、高位発熱量によって区分する

b）等級は、全塩素分の質量分率（％）によって区分する
c）コークス並みの高位発熱量を持つRPF

d）石炭並みの高位発熱量を持つRPF

29

ＩＳＯ制定の目的

１．ＳＲＦ（固形燃料、Ｓｏｌｉｄ Ｒｅｃｏｖｅｒｅｄ Ｆｕｅｌ）の国境間取引を円滑にする為
の基準を制定する
品質基準
試験方法基準 等々

２．ＲＰＦの品質基準（ＪＩＳと欧州規格の比較）
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ＲＰＦ

出典：河井紘輔先生講演資料

ＩＳＯ制定

30
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ＲＰＦの生産量

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

2013 2014 2015 2016 2017

1,100,000 

1,150,000 

1,251,000 
1,280,000 

1,300,000 
ＲＰＦ生産実績推移（単位：トン）

31

ＲＰＦの地域別生産量

北海道, 

66 千t, 5% 東北・北陸, 

150 千t, 11%

北関東, 280 千t, 

21%

南関東, 110 千

t, 8%

東海・中部, 190 

千t, 14%

関西, 275 千t, 

21%

中国・四国, 

210 千t, 16%

九州・沖縄, 

55 千t, 4%

32
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製紙業
70%

石灰工業
20%

セメント業
5%

その他
5%

ＲＰＦの主要用途（１）

33

 製紙業におけるＲＰＦ使用の特徴

１．循環流動層ボイラーを使用

２．発電用と乾燥工程用のＣＧＳ方式

を取っている

高いエネルギー効率

３．使用可能燃料：ＲＰＦ、木くず、廃タ

イヤ、石炭

ＲＰＦの主要用途（２）

34
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ＲＰＦの主要用途（３）

石灰工業＆セメント業

１．焼成用キールンの燃料

２．コークス代替で高熱量

その他

１．蒸気利用の乾燥工程を持つ産業

２．熱利用の施設（温水、ハウス施設）

35

原料面：廃プラスチックの自国内再利用の強化

①製紙会社の新・増設

②バイオマス発電との混焼

③大手電力会社の副生物としての利用

④地産地消型小規模ボイラー(小売電力の競争)

⑤休止されるＲＤＦ発電施設の有効活用

⑥輸出（バーゼル条約とのからみ）

ＲＰＦの需要開拓

36
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①製紙会社の新・増設

E製紙 2年後 3000t/m、
S製紙 3年後 2000t/m、
L製紙 3年後 3000t/m＋4年後2000t/m
I製紙 2年後 3000t/m

②バイオマス混焼

 FIT法改正 石炭混焼バイオマス発電は、FITから除外
 バイオ燃料事業者は、FITと容量市場の選択必要

 石炭の代替えにRPF利用の場合、紙、木のバイオ分のみカウント
 ただし、17円/kw

37

 低炭素型廃棄物処理支援事業

（廃棄物高効率熱回収事業及び廃棄物燃料製造事業）設備設置

 ＦＩＴ付加金減免措置

ＲＰＦ製造業の産業分類番号

３２９９＝他に分類されないその他の製造業

ＲＰＦ事業関連への
公的助成

38

ー19ー



１．地球の環境問題とプラスチック」
気候変動温防止
海洋汚染プラスチック問題
中国の廃プラスチック輸入規制
バーゼル条約の改定

２．日本のプラスチックリサイクル

３．ＲＰＦとは
ＲＰＦの需要の現状と将来

４．ＲＰＦと電気エネルギー制度での可能性

５．（一社）日本ＲＰＦ工業会の紹介

目次
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エネルギーミックス

40
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41

ＦＩＴ（固定買取）制度 １

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１８年度 ２０１９年度

１０kW以上

買取価格 ４０円 ３６円 ３２円 １８円 １４円

買取期間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間

太陽光発電 ＦＩＴ価格 kwあたり

42
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２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度

メタン発酵ガス

買取価格 ３９円 ３９円 ３９円 ３９円 ３９円
買取期間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間
間伐材等由来の木質バイオマス
買取価格 ３２円 ３２円 ３２円 ４０円 ４０円
買取期間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間
一般木質バイオマス農作物残さ
買取価格 ２４円 ２４円 ２４円 ２４円 ２４円
買取期間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間
建設資材廃棄物
買取価格 １３円 １３円 １３円 １３円 １３円
買取期間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間
一般廃棄物その他バイオマス
買取価格 １７円 １７円 １７円 １７円 １７円
買取期間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間 ２０年間

バイオマス ＦＩＴ価格

ＦＩＴ（固定買取）制度 ２

43

 ＦＩＴ審議会 第４４回調達価格等算定委員会（２０１９．２）

１．バイオマス発電施設において、石炭混焼案件は、２０１９年度よりＦＩＴ対象よ
り除外する。

（石炭代替としてＲＰＦを混焼する場合は、紙などのバイオマス分のみ17円）

２．一般木材等バイオマス発電区分で使用できる燃料の拡大

従来は、木材・ＰＫＳ・パームトランク・パーム油に限定

ＥＦＢ、ココナッツ殻、ひまわり種殻等々の追加要請を審査

（木質原料を補うため、燃料の多様化）

ＦＩＴ（固定買取）制度 ３

44
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省エネ法改定による発電効率アップ義務

 総合資源エネルギー調査会

省エネルギー・新エネルギー分科会

省エネルギー小委員会

（第１回２０１７．１０～第４回２０１８．２、取りまとめ２０１８．３．３０）

「火力発電に係る判断基準ワーキングループの提案」

【目的】エネルギーミックスの実現に向けた火力発電の効率化 2030年度

【発電効率の判断基準】

発電方式
基準発電効率

（発電端、ＨＨＶ、単位：％）

石炭火力発電 ４２．０
ＮＬＧ等火力発電 ５０．５
石油等の火力発電 ３９．０

出典：経済産業省 電力基盤整備課

45

発電効率と発生蒸気圧＆蒸気温度の関係

大手電力会社のボイラー関係

ボイラーの種類 蒸気圧力
（Mpa)

蒸気温度
（℃）

発電効率
（％）

亜臨界圧 Sub-critical ２２．０６４未満 ５６６ ３６－３８

超臨界圧 ＳＣ ２２．０６４以上 ５６６以下 ３９－４１

超々臨界圧 ＵＳＣ ２２．０６４以上 ５６６以上 ４２－４３

先進超々臨界圧 Ａ－ＵＳＣ ３５ ７００ ４６－４８

一般的に、高圧、高温であれば、発電効率が高い

塩素により、金属腐食の程度も高温高圧になるほど影響が顕著になる言われる

46
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石炭火力の基準発電効率：４２％
と副生物

石炭火力の基準発電効率：４２％
超々臨界圧発電方式（ＵＳＣ）を想定したもので、２０００年以降に建設された設備

副生物を利用した場合の発電効率の計算式

出典：経済産業省

副生物とは、生産過程において副次的に発生する可燃物（ＲＰＦなど）、可燃ガス（高炉
ガス等）などをさす。

47
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49

 副生物としてＲＰＦの使用可能性について大手電力会
社を訪問（２０１８．２～２０１８．４）

 【結論】既存設備での使用は、原料（ＲＰＦ）の微粉化が技術的ネック

になり、現状では使用不可

 あわせて「廃棄物等利用高効率火力発電システムの実用化研究」の報告
書を紹介

大手電力会社への訪問

50
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１．地球の環境問題とプラスチック」
気候変動温防止
海洋汚染プラスチック問題
中国の廃プラスチック輸入規制
バーゼル条約の改定

２．日本のプラスチックリサイクル

３．ＲＰＦとは
ＲＰＦの需要の現状と将来

４．ＲＰＦと電気エネルギー制度での可能性

５．（一社）日本ＲＰＦ工業会の紹介

目次
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設立年月日：平成２４年４月５日

所在地 〒101-0044 東京都千代田区鍛治町1-9-2
Ｔｅｌ ０３－６２０６－８０００ Fax ０３－5296-0303
会員数：１０４社
会長 長田和志 副会長 海田周治・加藤信孝

専務理事 三輪陽通、常務理事 山本広喬・吉田潤
理事 五名 監事二名

常設委員会
総務・広報委員会
技術・品質委員会
安全・衛生委員会

その他の活動
統計・調査業務
ＩＳＯ制定国際会議
外国人技能実習制度への職種追加作業ＷＧ
用途開発ＷＧ
ＪＩＳ認証取得支援事業

一般社団法人日本ＲＰＦ工業会の紹介

52
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２０１５年９月 経済産業省（その後主幹は、環境省に移管）よりＩＳＯ
／ＴＣ３００の日本国内審議委員に参加要請

第一回 国際会議（ヘルシンキ、フィンランド）（２０１６年４月）

第二回 国際会議（東京、品川プリンスホテル）（２０１６年１１月２１日～２５日）

第三回 国際会議（ストックフォルム、スウェーデン）（２０１７年９月）

第四回 国際会議（フィレンツェ、イタリア）（２０１８年１０月）

第五回 国際会議（オーストリア、ウィーン）（２０１９年４月）

ＩＳＯ国際会議への参加

53

日本ＲＰＦ工業会と意見交換

西部サービス（株）様工場視察

韓国よりの視察団

54
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ウォンジュ市のＲＰＦ製造工場にて

ＳＲＦを製造している
ＳＡＭＰＯ社にて

韓国へ視察旅行（２０１８年９月）

55

韓国中部電力社のＲＰＦ専焼
発電所にて

韓国へ視察旅行（２０１８年９月）

56
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日本の環境ビジネスがベトナムで
紹介されました。

経済成長が著しい東南アジアでは
日本が経験した環境公害に深刻に
なっています。

日本の取り組みを参考に環境問題
を解決して行かなければならない
状況です。

日本・ベトナム環境ウィークinハノイ（２０１９年１月）

ベトナムではＲＰＦが認知されてお
らず、大変興味を示してもらいまし
た。脱石炭の流れの中で代替燃料
として利用されることを望みます。

57

平成３０年５月にＷＧを発足 業種認定取得に向けスタートする

外国人技能実習生制度の業種認定取得の取り組み

・労働人口減少による人材不足解消
求人を掛けても応募が少ない
従業員の高齢化や離職率の高さ
どの業界にも共通した課題がありその他製造業に分類される
ＲＰＦ業界で認定取得に動く

・アジア諸国の経済発展に伴う環境汚染問題の解決に向けて
自国のゴミを自らの手で処理する技術を身につける
インフラ投資と平行して人材の育成が必須課題である
経済性のある処理方法を伝え、化石燃料の使用量を削減し
実効性ある温暖化対策に取り組んでもらう

58
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ご清聴ありがとうございました
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中国が与えた影響

～欧米の古紙輸出と東南アジアの古紙輸入の動向～

令和元年10月30日

公益財団法人 古紙再生促進センター

業務部 国際担当部長

金 谷 信 章

1.日本の古紙回収と利用

（1）回収率と利用率

（2）品種別の国内消費と輸出

2.世界の古紙貿易

（1）世界の古紙輸出入

（2）中国の古紙輸入

（3）中国の紙板紙の生産・輸出入・原料

3.中国の輸入古紙品質規制

（1）固体廃棄物削減方針

（2）中国政府、メーカー、古紙輸出者の対応

4.古紙の今後の需給予想

（1）米国・欧州・アジアでの段ボール原紙の新規需要

（2）中国向け古紙パルプの生産出荷動向

5.日本の古紙輸出

（1）現状 – 2017年、2018年の実績

（2）アジア各国（古紙輸入国）で広がる品質改善要求

（3）中国以外への輸出先シフトへの取り組み

（4）持続的、安定的な取引の確立

目 次
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1.日本の古紙回収と利用
（1）回収率と利用率 （2）品種別の国内消費と輸出

日本の古紙利用と輸出

（経済産業省生産動態統計年報、財務省貿易統計）

・ 回収率：81.6% 利用率：64.3% (必要繊維量に対する古紙繊維分）いずれも世界的でも高水準
・ 国内での古紙使用は今後大幅に増加する見込みは低い。輸出は円滑なリサイクルを継続してい

くためには、必要。
・ 2018年の輸出：新聞古紙の大幅な増加、段ボール古紙もかなり増加。中国メーカーの日本品に

集中したスポット買い。
異常な価格での多量の購入、販売が発生。
国内メーカーへの供給量、価格面で深刻な悪影響があった。

・ 国内供給と輸出：両輪のバランスを保つ ＝ 安定した持続可能なリサイクルが可能。

( '000T)

年・品種 段ボール 新聞 雑誌 その他 合計

対前年比 対前年比 対前年比 対前年比 対前年比

2016 国内使用量 8,830 102 .5% 3,802 96 .4% 1,940 100 .5% 2,460 98 .6% 17,031 100 .3%

輸出量 1,797 94 .8% 365 94 .9% 979 91 .9% 996 108 .8% 4,138 97 .1%

合計 10,627 4,167 2,919 3,456 21,169

2017 国内使用量 9,067 102 .7% 3,619 95 .2% 2,034 104 .8% 2,394 97 .3% 17,113 100 .5%

輸出量 1,651 91 .9% 266 73 .0% 865 88 .4% 951 95 .5% 3,734 90 .2%

合計 10,718 3,886 2,899 3,345 20,847

2018 国内使用量 9,050 99 .8% 3,263 90 .1% 2,230 109 .7% 2,414 100 .8% 16,957 99 .1%

輸出量 1,991 120 .6% 553 207 .7% 724 83 .7% 511 53 .7% 3,779 101 .2%

合計 11,041 3,816 2,954 2,924 20,735

3

1.日本の古紙回収と利用
（2）品種別の国内消費と輸出

4
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1.日本の古紙回収と利用
（2）品種別の国内消費と輸出

5

2.世界の古紙貿易
（1）世界の古紙輸出入

世界の古紙貿易量

(RISI集計数値による）

・ 中国：巨大な輸入国 全輸入量の48.7% (2016)  44.1% (2017) を占めていた。

・ 米国、欧州（特にイギリス）、日本 ： 三大輸出国、地域

('000MT)

2  0  1  6 2  0  1  7

国、地域 輸入 輸出 貿易収支 輸入 輸出 貿易収支

中国 28,500 2 ▲ 28,498 25,719 2 ▲ 25,717

日本 43 4,138 4,095 46 3,734 3,688

他アジア 9,862 3,867 ▲ 5,995 11,719 4,074 ▲ 7,645

アジア計 38,405 8,007 ▲ 30,398 37,484 7,810 ▲ 29,674

アメリカ 806 19,753 18,947 897 18,272 17,375

カナダ 764 2,578 1,814 800 2,523 1,723

北米計 1,570 22,331 20,761 1,697 20,795 19,098

イギリス 68 4,862 4,794 100 4,635 4,535

他欧州諸国 16,252 20,565 4,313 17,076 20,627 3,551

欧州計 16,320 25,427 9,107 17,176 25,262 8,086

その他国、地域 2,170 2,910 740 2,032 3,110 1,078

全世界合計 58,465 58,675 58,389 56,977

注：欧州の輸出入にはEU域内の貿易量も含む。EU域外への輸出は約10,000千トン）

6
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2.世界の古紙貿易
（1）世界の古紙輸出入

2017年、2018年 アジア各国の古紙輸入量

7

('000T )

輸入量 日本からの輸出

国 2017 2018 増  減 2017 2018 増　減

中国 25,719 17,033 ▲ 8,686 2,440 2,740 300

中国以外のアジア 11,727 16,682 4,955 1,286 1,032 ▲ 254

　　台湾 1,106 1,349 243 386 193 ▲ 194

　　韓国 1,480 1,554 74 285 275 ▲ 10

　　ベトナム 1,802 2,300 498 224 203 ▲ 21

　　タイ　 1,499 1,395 ▲ 104 270 198 ▲ 72

　　インドネシア 2,192 3,188 996 102 131 29

　　マレーシア 264 335 71 19 29 10

　　フィリピン 136 145 9 0 2 2

　　インド 3,248 6,416 3,168 0 1 1

合計 37,446 33,715 ▲ 3,731 3,726 3,772

＊２０１８年 ： 古紙の動きが大きく変化。
・２０２０年の輸入禁止を想定し、販売の力点を他アジア国（大きな需要増が見込まれる）へシフト
・欧米が先行している。日本は出遅れ感がある。

＊中国以外の国でも、受け入れ基準を厳格化しつつある。
・台湾、ベトナム、インドネシア

インドネシア ： 0.5%の許容範囲の設定。 事前検査の強化を実施。
・インドも基準設定が予想されている。

（'000T)

２０１６年 ２０１９年１月‐８月

輸入量 輸入量 対前年 輸入量 対前年 輸入量 対前年同期比

日本 2,843 2,508 ▲335 2,753 244 1,143 ▲452 71.7%

北米 14,253 13,140 ▲1,113 6,851 ▲6,289 3,258 ▲1,255 72.2%

ＥＵ 8,741 7,509 ▲1,232 4,653 ▲2,856 1,706 ▲867 66.3%

その他 2,662 2,562 ▲100 2,777 215 1,189 ▲65 94.8%

計 28,499 25,719 ▲2,780 17,033 ▲8,687 7,297 ▲2,638 73.5%

日本 1,170 1,011 ▲159 1,632 621 587 ▲280 67.7%

北米 7,494 6,820 ▲674 5,360 ▲1,459 2,744 ▲615 81.7%

ＥＵ 6,409 5,596 ▲813 3,712 ▲1,884 1,309 ▲726 64.3%

その他 1,665 1,642 ▲23 2,234 592 884 ▲70 92.6%

計 16,737 15,069 ▲1,668 12,939 ▲2,130 5,523 ▲1,692 76.5%

日本 219 160 ▲59 955 795 475 ▲150 76.0%

北米 4,101 3,868 ▲233 1,305 ▲2,564 488 ▲518 48.5%

ＥＵ 280 319 39 770 451 338 ▲99 77.2%

その他 602 549 ▲52 349 ▲200 226 22 110.9%

計 5,202 4,896 ▲305 3,379 ▲1,517 1,526 ▲746 67.2%

日本 191 170 ▲21 154 ▲16 81 ▲10 89.3%

北米 289 288 ▲1 185 ▲103 26 ▲117 18.2%

ＥＵ 237 224 ▲13 170 ▲54 60 ▲38 61.2%

その他 158 162 5 192 30 79 ▲17 82.9%

計 875 844 ▲31 700 ▲144 247 ▲181 57.7%

日本 1,263 1,168 ▲96 12 ▲1,155 0 --- ---

北米 2,369 2,164 ▲205 1 ▲2,163 0 --- ---
ＥＵ 1,815 1,371 ▲445 0 ▲1,371 0 --- ---
その他 238 208 ▲29 1 ▲207 0 --- ---
計 5,686 4,910 ▲775 14 ▲4,896 0 --- ---

輸入ライセンス 18,156 10,190 ( ９月末現在）

そ
の
他

２０１８年

段
ボ
ー

ル

上
質
系

パ
ル
プ
印
刷
物

機
械
系

新
聞
お
よ
び

古
紙
合
計

区分
２０１７年

中国の古紙輸入量

・環境改善対策：輸入固形物削減方針により、輸入ライセンスが減らされている

2.世界の古紙貿易
（2）中国の古紙輸入

8
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中国の紙・板紙市場概観・原料手配

(中国造紙協会、税関資料より）
２０１７年から２０１８年にかけての変化
・段ボール原紙の大幅な生産減：輸出減により梱包材需要が大幅に減少しているのでは？

安価な原料古紙不足により、中芯の生産を縮小したのでは、、
不足分は輸入で補った。

・新聞用紙：需要は減少している。スポット需要に対応するために、原料古紙（品質基準に
適合するもの）を集中購入したのでは、、、

・原料供給：輸入古紙は大幅削減。 代替原料として
市販木材晒パルプ、未晒パルプの積極購入。

L-BKP 11,285千トン（820千トン増）（2017年比）
UKP 802千トン（155千トン増）（2017年比）

古紙パルプの入荷開始（300千トン）
国内パルプ（環境基準に適合したもの）の増産？
国内古紙の集荷増？

('000T )

生産量 輸入量 輸出量

2016 2017 2018 2018/2017 2016 2017 2018 2018/2017 2016 2017 2018 2018/2017

新聞用紙 2,600 2,350 1,900 -450 -19.1% 60 330 480 150 45.5% 10 10 10 0 0.0%

非塗工紙 17,700 17,900 17,500 -400 -2.2% 410 630 850 220 34.9% 1,220 1,090 840 -250 -22.9%

塗工紙 7,550 7,650 7,050 -600 -7.8% 350 450 490 40 8.9% 1,810 1,760 1,500 -260 -14.8%

衛生紙 9,200 9,600 9,700 100 1.0% 30 40 50 10 25.0% 690 740 740 0 0.0%

包装用紙 6,750 6,950 6,900 -50 -0.7% 210 230 210 -20 -8.7% 70 110 100 -10 -9.1%

段ボール原紙 45,750 47,200 42,500 -4,700 -10.0% 1,020 2,020 3,180 1,160 57.4% 420 160 100 -60 -37.5%

白板紙 14,050 14,300 13,350 -950 -6.6% 580 620 540 -80 -12.9% 1,980 1,930 1,700 -230 -11.9%

特殊紙・その他 4,950 5,350 5,450 100 1.9% 310 340 420 80 23.5% 1,130 1,190 1,190 0 0.0%

紙・板紙合計 108,550 111,300 104,350 -6,950 -6.2% 2,970 4,660 6,220 1,560 33.5% 7,330 6,990 6,180 -810 -11.6%

2.世界の古紙貿易
（3）中国の紙板紙の生産・輸出入・原料

9

中国の固体廃棄物禁止への流れ

2013年 グリーンフェ ンス 税関での検査強化

2016年 ナショナルスオード 固体廃棄物の輸入規制

（古紙も含まれる）

2017年 ブルースカイ 固体廃棄物の輸入禁止

12月 Mixed古紙（異物混入多）の輸入禁止

2018年3月 輸入古紙に対する品質基準の厳格化

混入異物1.5％から0.5%へ

＊2020年12月 ： 古紙輸入禁止の方向が表明。

2019年7月 時期の明確化を避け、「段階的に‘０’」と表明。

3.中国の輸入古紙品質規制
（1）固体廃棄物削減方針

10
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中国政府の方針への対応

3.中国の輸入古紙品質規制
（2）中国政府、メーカー、古紙輸出者の対応

• 中国

政 府 ：管理検査体制の厳格化

CCICの検査強化

悪品質品については通関拒否

特定の国からの輸入禁止

輸入ライセンスの削減

国内古紙集荷の推進と品質改善

メーカー：良質古紙の選別買い付け

輸入パルプの輸入増

海外生産への移行

海外での古紙パルプ生産

紙・板紙の輸入増

• 輸出者

品質改善への取り組み

異物除去作業への投資

除去作業員の増強

異物除去作業用ロボットの開発

シングルストリームの見直し

デュアルストリームへの移行

輸出先を中国以外へシフト

古紙パルプ生産増

中国メーカーと投資

既存メーカーの余剰設備を利用

11

資源物の回収方法

3.中国の輸入古紙品質規制
（2）中国政府、メーカー、古紙輸出者の対応

古紙 ： USA         Recovered Paper

ヨーロッパ Paper For Recycling

中国 Waste Paper (廃紙）

ヨーロッパ

Commingled Collection

Single Streamと同一回収方法

Separate Collection

Dual Systemと同一回収方法

ほとんどの国ではDual Systemを採用。

Selective Collection 

紙の種類ごとに回収。普及していない

12

USA

Single Stream :

資源物（紙、ビン、カン、ペットボトル

など）を同 じ容器に入れ回収。

回収された資源はMRF（Material Recycling     

Facility)で分別される。

USAでは家庭、公共施設からの回収では

一般的

Dual Stream   : 紙類は分別し回収

ー36ー



段ボール原紙生産能力増（古紙消費量）－米国、日本－

4.古紙の今後の需給予想
（1）米国・欧州・アジアでの段ボール原紙の新規需要

注：ＲＣＢ＝Recycled Containerboard、ＫＬ＝Unbleached Kraft Linerboard、ＷＴ＝White Top Kraft Linerboard

13

中国古紙輸入減およびアジア・インドで判明している古紙消費増（試算）

4.古紙の今後の需給予想
（1）米国・欧州・アジアでの段ボール原紙の新規需要

（RISI、日本製紙連合会、古紙ジャーナルより） 14
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段ボール古紙の使用増予想

・ 2019年3月時点での発表された計画にもとずいた推計値

実現性が疑問視されるものも多く、また経済情勢によって生産が変動する。

4.古紙の今後の需給予想
（2）中国向け古紙パルプの生産出荷動向

段ボール原紙への転抄,古紙パルプ生産増による需要増予想（期待値）

(万トン）

2020 2021 2022

米国 ： 0,126 0,167 0,200

欧州 ： 未集計（欧州では域内でリサイクルしていく大方針が出されている。）

アジア ： 0,450 0,750 1,100

日本 ： 0,030 0,063 0,073

その他 ： 遊休設備を利用した古紙パルプでの使用増

15

中国の古紙パルプ輸入実績

（JETRO資料より）

4.古紙の今後の需給予想
（2）中国向け古紙パルプの生産出荷動向

・ラオス 中国メーカーの新規投資による古紙パルプ工場が稼働開始。
ミヤンマーでも別の中国メーカーによる工場建設中 2019年中に稼働予定

・米国：中国メーカーが買収した工場から出荷と、米国メーカーの余剰設備での生産
・価格：通関申告額を数量で除したもの。
・輸入に際し品質規格、品質制限、量的な制限は現在のところなし。 何らかの基準が設けられる可能性がある。
・ベトナム政府は古紙パルプを制限している模様。 詳細不明。 16
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日本の古紙の輸出先

5.日本の古紙輸出
（1）現状 – 2017年、2018年の実績

・ 中国への輸出依存度が極めて高い

２０１８年 ： 中国の段古紙、新聞古紙の買い付けが異常なまでに多かった。

（'000T )

2   0   1   7 2   0   1   8

輸出先 段古紙 新聞 雑誌 その他 合計 国別比率 段古紙 新聞 雑誌 その他 合計 国別比率

中国 872 145 665 758 2,440 65.4% 1,574 501 418 249 2,741 72.5%

大韓民国 36 51 112 85 285 7.6% 7 30 142 97 275 7.3%

台湾 344 0 16 25 386 10.3% 138 0 31 24 193 5.1%

ベトナム 161 5 8 51 224 6.0% 114 1 20 68 203 5.4%

タイ 211 40 5 14 270 7.2% 136 14 25 22 198 5.2%

インドネシア 7 24 56 16 103 2.7% 4 7 80 40 131 3.5%

マレーシア 18 0 2 0 20 0.5% 15 0 7 6 29 0.8%

フィリピン 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 1 2 3 0.1%

インド 1 0 0 2 3 0.1% 2 0 0 2 4 0.1%

その他の国 1 1 1 0 3 0.1% 1 1 0 2 4 0.1%

合計 1,652 266 865 951 3,734 100.0% 1,991 553 724 512 3,779 100.0%

17

USA, EU, 日本からの古紙輸出先の変化

5.日本の古紙輸出
（3）中国以外への輸出先シフトへの取り組み

数量　： ( '000MT)

2   0   1   7 2  0   1   8 2   0   1   9

USA EU 日本 USA EU 日本

品種 輸出先国 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比

OCC/DLK 中国 5,527 61.5% 872 52.8% 5,514 50.1% 1,574 79.0% 2,032 38.9% 494 54.4%

インド 1,097 12.2% 0 0.0% 1,771 16.1% 0 0.0% 835 16.0% 0 0.0%

ベトナム 281 3.1% 161 9.8% 656 6.0% 114 5.7% 464 8.9% 179 19.7%

台湾 207 2.3% 344 20.8% 529 4.8% 138 6.9% 311 5.9% 144 15.8%

タイ 105 1.2% 211 12.7% 295 2.7% 136 6.8% 195 3.7% 41 4.6%

韓国 305 3.4% 36 2.2% 555 5.0% 7 0.3% 284 5.4% 32 3.6%

インドネシア 217 2.4% 7 0.4% 531 4.8% 4 0.2% 374 7.2% 14 1.6%

その他の国 1,243 13.8% 20 1.2% 1,159 10.5% 19 0.9% 733 14.0% 2 0.3%

合計 8,982 100.0% 1,651 100.0% 11,011 100.0% 1,991 100.0% 5,228 100.0% 907 100.0%

全品種 中国 10,876 59.5% 7,113 63.3% 2,440 64.6% 7,556 40.0% 3,443 32.7% 2,741 72.5% 2,873 32.4% 832 31.2% 1,050 59.9%

インド 1,931 10.6% 830 7.4% 少量 --- 3,331 17.6% 2,022 19.2% 少量 --- 1,597 18.0% 461 17.3% 少量 ---

ベトナム 397 2.2% 0 0.0% 244 6.5% 780 4.1% 少量 --- 203 5.4% 489 5.5% 少量 --- 232 13.2%

台湾 283 1.5% 216 1.9% 387 10.2% 694 3.7% 281 2.7% 193 5.1% 419 4.7% 66 2.5% 148 8.4%

タイ 283 1.5% 270 2.4% 269 7.1% 468 2.5% 536 5.1% 198 5.2% 290 3.3% 194 7.3% 65 3.7%

韓国 890 4.9% 173 1.5% 285 7.5% 1,125 6.0% 104 1.0% 275 7.3% 513 5.8% 22 0.8% 148 8.4%

インドネシア 439 2.4% 786 7.0% 102 2.7% 1,166 6.2% 1,152 10.9% 131 3.5% 604 6.8% 488 18.3% 96 5.5%

その他の国 3,176 17.4% 1,842 16.4% 52 1.4% 3,763 19.9% 2,998 28.5% 39 1.0% 2,083 23.5% 604 22.6% 15 0.8%

輸出古紙合計 18,275 100.0% 11,230 100.0% 3,779 100.0% 18,883 100.0% 10,537 100.0% 3,779 100.0% 8,868 100.0% 2,667 100.0% 1,754 100.0%

USA (1月-6月） EU (1月-3月） 日本（1月-7月）

品種ごとの輸出先

不明

品種ごとの輸出先

不明

品種ごとの輸出先

不明

資料入手先： USA :AF&PA 古紙統計
EU  :CEPI  古紙統計
日本:財務省貿易統計 18
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( '000MT)

2017 2018 2019
前年 前年 前年 前年 前年 前年 前年 前年

国 種類 １月 同月比 ２月 同月比 ３月 同月比 ４月 同月比 ５月 同月比 ６月 同月比 ７月 同月比 ８月 同月比 累計 前年同期比

中国 段ボール 15,069 12,939 652 77.1% 628 62.2% 879 86.5% 693 81.4% 584 106.3% 729 98.3% 717 67.7% 642 59.7% 5,523 76 .5%

新聞/機械パルプ系 4,896 3,379 136 52.2% 112 51.8% 214 60.6% 210 76.3% 178 68.7% 219 68.1% 223 70.3% 233 87.5% 1,526 67 .2%

上質 844 700 26 58.4% 23 52.0% 31 57.8% 42 65.1% 29 57.7% 33 56.4% 34 60.4% 29 51.4% 247 57 .7%

Mix 4,910 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --

計 25,719 17,033 814 65.8% 763 60.1% 1,124 79.0% 945 79.4% 791 92.1% 980 87.4% 975 68.0% 904 64.7% 7,296 73 .5%

台湾 段ボール 1,039 1,186 127 96.1% 76 98.6% 134 178.8% 112 204.2% 89 96.6% 101 86.3% 121 88.6% 760
新聞/機械パルプ系 39 91 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
上質 0 17 1 - 0 - 0 - 1 155.3% 1 55.0% 1 209.8% 1 24.1% 3
Mix 28 55 0 - 0 - 1 - 0 0 0 2 30.5% 3
計 1,106 1,349 128 95.0% 77 98.0% 135 180.0% 112 199.6% 89 55.0% 102 82.8% 123 83.3% 767

韓国 段ボール 304 379 180 176.9% 37 145.6% 36 88.4% 53 136.8% 50 151.7% 356
新聞/機械パルプ系 755 692 2019年　１月ー４月の累計 193 75.3% 28 91.8% 25 60.0% 33 70.1% 35 53.3% 315
上質 170 151 49 100.8% 13 97.6% 9 70.8% 13 93.8% 10 85.8% 94
Mix 231 332 114 116.9% 27 115.5% 27 109.3% 48 201.1% 44 142.7% 259
計 1,460 1,554 536 105.9% 104 113.2% 97 81.0% 147 119.1% 140 98.6% 1,024
段ボール 490

ベトナム 新聞/機械パルプ系 107 資料を入手できていない。
上質 19
Mix 1,186
計 1,802

タイ 段ボール 1,109 904 168 197.6% 97 146.3% 114 109.3% 85 99.3% 114 133.8% 108 128.2% 109 178.7% 78 124.4% 873
新聞/機械パルプ系 159 166 18 70.3% 12 79.9% 12 102.9% 12 126.4% 13 75.1% 6 34.0% 8 53.2% 4 30.2% 84
上質 1 9 0 53.6% 0 48.3% 0 8.9% 0 25.1% 1 30.4% 1 21.2% 1 43.7% 0 42.6% 3
Mix 230 316 58 460.5% 48 396.1% 31 133.7% 24 108.0% 45 148.4% 39 93.5% 36 140.3% 36 92.5% 316
計 1,499 1,395 243 197.6% 157 167.4% 157 112.5% 121 102.8% 171 128.0% 153 105.7% 154 149.1% 119 101.4% 1,276

インドネシア 段ボール 1,488 1,773 125 73.2% 172 102.0% 257 113.0% 252 128.9% 150 74.2% 96 224.4% 173 102.6% 1,226
新聞/機械パルプ系 361 354 42 123.8% 26 85.9% 33 127.1% 26 99.6% 23 85.0% 18 150.8% 17 45.3% 184
上質 79 156 13 97.1% 11 100.7% 11 83.1% 10 69.4% 7 44.0% 4 52.8% 11 71.3% 66
Mix 264 905 88 124.3% 90 146.3% 119 163.0% 95 168.5% 49 76.8% 24 140.5% 29 36.6% 493
計 2,192 3,188 268 92.6% 299 110.2% 420 123.3% 383 131.1% 228 74.2% 142 180.2% 230 76.7% 1,970

マレーシア 段ボール 72 58 11 85.1% 12 240.9% 18 187.5% 19 474.7% 20 268.4% 8 175.2% 88
新聞/機械パルプ系 153 209 22 270.4% 13 127.6% 10 57.1% 11 67.0% 21 159.7% 22 107.4% 99
上質 22 19 0 9.5% 1 23.2% 0 7.1% 0 3.9% 1 21.6% 0 8.4% 2
Mix 17 48 8 213.2% 9 654.3% 14 303.4% 14 312.1% 10 239.0% 5 160.8% 60
計 264 335 42 144.1% 35 177.6% 42 119.3% 44 163.4% 51 190.9% 35 117.2% 248

フィリピン 段ボール 27 8 0 - 1 36.6% 1 50.7% 3 380.1% 1 505.1% 1 -- 6
新聞/機械パルプ系 1 11 0 - 0 4.1% 0 314.9% 0 272.5% 1 280.9% 0 -- 1
上質 27 27 3 160.9% 5 174.9% 3 127.7% 1 47.3% 1 90.5% 3 75.5% 17
Mix 81 99 9 112.5% 9 321.7% 13 100.3% 3 25.5% 11 119.6% 6 63.9% 52
計 136 145 13 109.0% 15 104.7% 16 99.8% 8 47.2% 14 124.0% 11 72.6% 78

インド 段ボール --- --- --- --- --- --- --- ---
新聞/機械パルプ系 --- --- --- --- --- --- ---
上質 --- --- --- --- --- --- --- ---
Mix --- --- --- --- --- --- --- ---
計 3,269 6,416 558 129.0% 401 91.1% 478 80.1% 512 75.5% 600 91.7% 585 97.0% 3,134

＊輸入時に、ほとんどのものがUnsorted （４７０７９０）として処理されている模様

アジア各国の古紙輸入 （主要輸入国のみの実績）

5.日本の古紙輸出
（3）中国以外への輸出先シフトへの取り組み

（JETRO資料より）
19

5.日本の古紙輸出
（4）持続的、安定的な取引の確立

20

・ 景気減速に伴う容器需要が低下

特に中国国内では輸出減が大きく需要の伸びは期待できない。

→段ボール原紙の生産は低調に推移する。

最大の需要国であった中国では、

固形廃棄物削減のため、輸入量を確実に削減していく方針に変更は

ない模様。

・ アジアを中心に段ボール古紙の需要は増えていく。

ただ、中国の需要減少分に相当する需要回復には相当の時間がかかる。

国際商品としての古紙、特に段ボール古紙は供給過多、厳しい競争を

強いられる。

古紙需要予測ー段ボール古紙
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5.日本の古紙輸出
（4）持続的、安定的な取引の確立

21

品質管理の徹底 ： 分別回収、品質管理（異物の混入）の維持の徹底。

輸出事業 ： 販売先（国、需要家）の分散化の推進。

長期契約の推進 ： 安定供給の保障と安定購入先の確保。

Sales Task Forceの充実。

＊アジア各国では品質要求（特に異物の混入を削減）が強く

なっている。 日本の古紙の販売にはよりチャンスが大きくなると期待。

社会的な合意形成 ： 仕入先、販売先へのリサイクルの意義、重要性の理解を

得るための啓蒙活動の推進

国内新規用途の開発

日本のリサイクルを維持していくために
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全国製紙原料直納商工組合連合会
経営革新委員会 委員長 梶野 隆史

1

１．日本の古紙事情と構造的余剰

１）日本の古紙需給とゴミの発生量

２）構造的余剰

２．なぜ、日本の古紙の品質は悪化したか？

１）中国の製紙産業の発展プロセス

２）多様化する日本の生活環境

３．各段階での課題

１）排出者・収集（自治体を含む）

２）問屋

３）製紙

４．まとめ

2
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需要の増大
原料価格
の上昇

ゴミの
減量

需要の減少
原料価格
の下降

ゴミの
増量

ゴミの
減量

行政回収
需給調整
不可

3

4
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国内

製造業の
海外移転

国内生産の
減退

国内製紙
の

需要減退

輸入の
増大

構造的余剰

為替
リスク

人件費
高騰

海外

競争力
低下

製品に付随
して入る紙

5

注１） 簡易法に使用する基礎数値である財務省貿易指数基準年が2000年から2005年
に変更されたため、基礎数値を変更し、推定誤差を修正。

注２） 財務省貿易指数基準年が2005年から2010年に変更。

注３） 財務省貿易指数基準年が2010年から2015年に変更。
公財）古紙再生促進センター試算による

0

20

40
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80
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140

160

180

万ｔ

簡易法による輸出入に伴う梱包材（段ボール）推定量の推移

純流入量

=輸入-輸出

6
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(30)

(20)

(10)

0

10

20

30

40

50

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

万t
肉類及び同調製品

魚介類及び同調製品

果実及び野菜

その他の調製食料品

飲料

たばこ

プラスチック

ゴム製品

木製品及びコルク製品（家具除く）

紙類及び同製品

織物用糸及び繊維製品

金属製品

一般機械

電気機器

輸送用機器

7

広大な
土地

外国
からの
投資

豊富な
人口

GDP一人あたり
の底上げ

人海戦術による
再分別により

再生資源を活用

雇用の
拡大

雇用の創出

世界第二位の
GDP ゴミは資源

になるという
認識

世界の選別場

分別
軽減

国際分業

8
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ゴミの

不法投
棄と環境
の悪化

ゴミ処理
コストの
増加

ゴミの減量
政策

古紙価格
の上昇

2020年固形
廃棄物の
輸入禁止

製品価格
の上昇

製品不足 古紙不足
国民の
負担増

輸出競
争力の
低下

インフレ

貧富の
拡大

9

日本新聞古紙ベール アメリカ新聞古紙ベール

10
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新聞内容

アメリカ品 ＃８ アメリカ品 ＃９ オーストラリア品 イギリス品

その他の紙
（混入割合の多
い紙）

① 段ボール ① インビテイションカード(未使用)① 段ボール ① 背糊雑誌

②高級板紙類(台紙) ② 背糊雑誌 ②高級板紙類(台紙) ② 段ボール

③ 包装紙 ③ 段ボール等（ごく少量） ③ 雑がみ ③高級板紙類(台紙)

（備考）

禁忌品A類

① ビニール・プラスチック類 ① ビニール ① ビニール・プラスチック類 ① ビニール・プラスチック類

② ペットボトル ② 布 ② 缶

③ 缶 ③ 缶

（備考）ガラス片多数 ガラス片有(数片) ガラス片多数

禁忌品B類

① 紙皿 ① 窓付き封筒（未使用） ① 複合材の容器 ① 複合品

② 紙パック ② 金・銀箔

③ 窓付き封筒

（備考）

全体 生ごみ臭 カビ臭
カビ臭
(オーストラリア品より軽度)

11

初期段階 小規模生産

工場及び

中国国内で

再選別

発展段階
大規模生産

中小規模生産

大手は、選別精度の高

い原料が必要

中小は再選別

今後 おそらく大規模生産が

主体？

固形廃棄物の輸入規制

国内の

再資源化のみ？

12
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法務省平成30年末公表データより
13

東京都, 567,789 

神奈川県, 218,946 

埼玉県, 

180,762 

千葉県, 156,058 
栃木県, 41,648 

群馬県, 58,220 
茨城県, 

66,321 静岡県, 92,459 山梨県, 16,073 岐阜県, 55,205 

長野県, 36,526 

新潟県, 17,285 

愛知県, 

260,952 

大阪府, 239,113 

兵庫県, 110,005 

福岡県, 77,044 

その他, 536,687 

法務省平成30年末公表データより

14
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①多様化する分別排出の現場

・外国人住民へのゴミ出しおよび資源分別の説明

・単身赴任世帯への排出指導

②分別における収集（自治体）の課題

・分別品目増加による回収効率の低下

とコストの増大

・分別細分化による住民説明の困難

15

①選別の困難

・昇華性転写紙や発砲感熱紙などの判別し難くかつ、
・混入した場合の被害の大きい古紙が開発された。

②増大する選別コスト
・製品における品質要求が高まり、原料における選別
・精度が高くなって選別要員を増やすようになった。

③人材不足

・少子高齢化による生産労働人口の減少
④高騰する人件費
・最低賃金引き上げ
・働き方改革の影響

16
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①高機能化する紙製品と禁忌品による製品トラブル
・禁忌品の判別のし難い古紙が流通するようになった

昇華性転写紙、発砲感熱紙、ストーンペーパー
・輸入の増大により従来流通が少ない古紙が大量に入る
ようになった
ロー引き、油引き段ボール

②品質規格の複雑さ

・基準となる品質規格が曖昧
③需要の減退
・情報伝達媒体として紙が電子媒体に変わる
・貿易の増大により国内生産の減退

17

18
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排出者 自治体 回収 問屋 製紙メーカー

目的 負担なく排出したい 効率よく廃棄物処理したい 回収事業の拡大 廃棄物にならいように流通させたい
品質の良い古紙を使いた
い

回収品目が多
い

負担が大きい、分別が
不徹底

排出者のゴミの分別徹底
が難しい
回収費用が増大する

回収品目を増やし
たい
回収費用が増える

分別が徹底しているなら流通させやす
い
分別の不徹底による品質クレームを避
けられる

品質を安定させることが
出来る

回収品目が少
ない

負担が少ない、排出し
やすい

回収費用を軽減できる 回収費用が減る

混在による細選別作業が増える
商品化ｺｽﾄが増大する
または、低品質で流通できるルートを
模索

品質トラブルが増える。
古紙の配合に限界がある

回収品目を増
やす

負担が大きい・分別が
難しい

回収効率が低下する
回収費用が増大する

回収費用が増える

細かく流通することはできるが、それが
すべて流通できるかは受け皿の問題
分別の不徹底による品質クレームを避
けられる

品質の良い古紙を使用で
きるが、
当時に受け皿としての引
き取り義務が生じる

19

製品

消費

廃棄再生原料

生産

新聞社

読者

新聞販売店回収古紙問屋

製紙メーカー

販売から廃棄までの受け皿
拡大生産者責任

生産物を廃棄物にしない取り組み

新聞販売店による宅配システム

20

ー51ー



分別基準の統一

わかりやすい品質基準

社会的コスト負担の再構築

21

資源の

有効利用

再生原料

の増大

再生原料

の品質確保

社会的コスト

負担の再構築

ゴミの減量

22
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紙リサイクル促進大使 

「カミリィ」ちゃんと「カミリィママ」 

 

公益財団法人古紙再生促進センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

□このテキストの用紙は古紙を使用しています。 




